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令和５年１１月１６日判決言渡  

令和５年（ネ）第１４６４号 損害賠償請求控訴事件 

（原審・大阪地方裁判所令和２年（ワ）第６９９３号） 

            主      文 

  １ 本件各控訴を棄却する。 

  ２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決のうち、控訴人らに係る部分を取り消す。 

２ 被控訴人は、控訴人Ａに対し、４８４万７００９円及びうち３５１万６２６

０円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え｡ 

３ 被控訴人は、控訴人Ｂに対し、６６１万２３４５円及びうち４７０万３９３

０円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え｡ 

４ 被控訴人は、控訴人Ｃに対し、 ７１５万１９９８円及びうち５１９万８６５

５円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え｡ 

５ 被控訴人は、控訴人Ｄに対し、１２５万５８１６円及びうち１２１万１０４

５円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え｡ 

６ 被控訴人は、控訴人Ｅに対し、１２２万０７８７円及びうち１１７万７２２

０円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え｡ 

７ 被控訴人は、控訴人Ｆに対し、１５６０万５２５５円及びうち１１３４万４

８５０円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金
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員を支払え｡ 

８ 被控訴人は、控訴人Ｇに対し、１５４０万２０１６円及びうち１１３０万６

２１３円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え｡ 

９ 被控訴人は、控訴人Ｈに対し、１６９５万１４６６円及びうち１２３４万１

５８８円に対する平成２６年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え｡ 

10 被控訴人は、控訴人Ｉに対し、５７８万６２１０円及びうち４１２万２４７

０円に対する平成２７年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。 

11 被控訴人は、控訴人株式会社Ｊに対し、１１４万２３１１円及びうち９５万

３０４０円に対する平成２７年４月１日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払え｡ 

12 被控訴人は、控訴人株式会社Ｋに対し、２９２９万９８０６円及びうち２３

４６万６３００円に対する平成２７年４月１日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え｡ 

13 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

14 上記第２項～第１２項につき仮執行宣言 

第２ 事案の概要（略称は、当審で注記しないものは原判決のそれによる。） 

１ 大阪市長は、原判決別紙３物件目録記載の各土地（本件各土地）につき、原

判決別紙４損害額計算表（別紙計算表）記載のとおり、別紙計算表中の「差額

（損害額元本）」欄が着色された年度（本件各年度）の所有者に対し、本件各

年度の固定資産税及び都市計画税（固定資産税等）の各賦課決定（本件各賦課

決定）をした。 

  本件（原審）は、上記所有者又はその相続人である原審原告らが、本件各賦

課決定には、本件各土地の評価において、大阪市の固定資産評価実施要領（本
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件要領）が定める、容積率の異なる地域にわたる土地（容積率混在土地）を対

象とする補正（本件補正）をしなかった違法があり、別紙計算表の本件各年度

の各「差額（損害額元本）」欄の金額につき過納が生じていると主張して、被

控訴人に対し、国家賠償法１条１項に基づき、別紙計算表の「請求合計（確定

利息含む）」欄記載の額及び「請求元本」欄記載の額に対する「全体最終起算

時」欄の日から支払済みまで平成２９年法律第４４号（改正法）による改正前

の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

原審は、原審原告らの請求をいずれも棄却したので、原審原告らのうち、亡

Ｌ訴訟承継人原審原告Ｍ及び原審原告Ｎを除くその余の原審原告である控訴人

らがこれらを不服として、本件各控訴を提起した。 

 ２ 固定資産評価基準等の定め、前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張

は、次の３のとおり当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは、原判決

「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１～４に記載のとおり（ただし、

亡Ｌ訴訟承継人原審原告Ｍ及び原審原告Ｎにのみ関係する部分を除く）である

から、これを引用する。 

 ３ 当審における控訴人らの補充主張 

  ⑴ 本件補正の定めの解釈について 

    控訴人らは、容積率混在土地であれば、必ず本件補正を適用すべきである

と主張したところ、原審は、容積率混在土地であっても更に「容積率混在と

いう価格事情が特に著しい影響がある場合」にのみ本件補正を適用すべきで

あるとして、本件補正の適用場面を限定的に解釈した。しかし、この解釈は

誤りである。本件要領では評価基準所定の「所要の補正」を行うべき場合と

して「容積率混在土地」を定めているが、これは、容積率混在土地であれば、

当然にその価格事情が特に著しい影響がある場合であると考え、容積率混在

土地である以上は必ず本件補正をすべきとしたものである。そう解しないと、

全ての容積率混在土地について、容積率混在という価格事情が特に著しい影
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響があるかどうかを調査検討しなければならなくなるが、そのような調査は

現実的ではない。また、本件補正の補正率表によると、補正による減価率は

３％～３４％が予定されているが、容積率混在という価格事情が特に著しい

影響があるというのに減価率が僅か３％という微修正しか行わない場合があ

るというのも極めて不合理である。したがって、容積率混在土地の固定資産

評価に当たっては、必ず本件補正を適用すべきことを予定したものと解すべ

きである。 

  ⑵ 本件Ｏ土地に対する本件補正の適用について 

    本件補正の適用要件について、原審の解釈を前提とするにしても、本件Ｏ

土地の周辺地域は、平成１０年以降、高層利用されていた地域であった。す

なわち、本件Ｏ土地周辺の３５個のブロックの物件をみると、平成１５年の

時点において２１個（６割）が高層利用されている（甲Ａ４１、４２〔枝番

を含む。以下同じ〕）。これだけ多数の物件が高層利用されていれば、本件Ｏ

土地の周辺地域はその土地の最有効使用が容積率を上限まで使用した建物の

地域であったといえる。また、最有効使用の判断に当たっては、オーナーチ

ェンジが生じた土地についての使用方法に着目することが合理的である。新

しく不動産を取得したオーナーは当該不動産について最有効使用を実現しな

ければ投下資本を回収できない。それゆえ、オーナーチェンジが生じた物件

については最有効使用がされるものと推認される。本件意見書（甲Ａ３４）

は、こうした視点を考慮して、本件Ｏ土地周辺地域につき、最有効使用が容

積率を上限まで使用した建物の地域としたものであるが、その見解は正当で

あり、これを採用しなかった原審は不当である。 

    さらに、被控訴人は、平成２７年以降については、本件Ｏ土地につき、容

積率混在という価格事情が特に著しい影響がある場合があると認めて、本件

補正を適用し、同土地の所有者である控訴人株式会社Ｋに過納金を返還して

いる。原審は、平成１９年当時と平成２９年当時で周辺土地の使用状況につ
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いてあまり変化はないと指摘しているが、そうすると、平成２６年以前につ

いても、同様に本件補正を適用すべきであった。この点を十分に検討せず、

控訴人らの主張を排斥した原審は不当である。 

  ⑶ 本件Ｐ土地に対する本件補正の適用について 

    原審は、周辺土地の一般的な使用方法に基づいて最有効使用が容積率を上

限まで使用した建物の地域かどうかを判断しているが、最有効使用は「ある

不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用」を指し（甲Ａ４

０）、現状（特定時点）の使用状況と一致するものではない。現状（特定時点）

の使用状況は個々の所有者の思惑により異なるものであるから、これを重視

すべきではない。 

    また、価格時点平成２３年１月１日の本件Ｐ土地の各物件の状況類似地域

の各標準宅地の鑑定評価書（乙２６～２９）には、上記各標準宅地の最有効

使用欄に「店舗付き共同住宅」、「中層の共同住宅」などの記載がみられるが、

これら利用の形態からすると当該建物は５階建て以上となり得ることが優に

想像できる。５階建て以上の建物を建築する場合、容積率の上限（指定容積

率４００％÷指定建ぺい率８０％）まで使用した建物になる可能性が高い。

そうすると、上記各鑑定評価書の記載からは、同年当時の本件Ｐ土地付近の

標準宅地の最有効使用建物が許容容積率を上限まで使用した建物であったと

評価すべきことになる。原審は、上記鑑定評価書の見方を誤っている。 

    さらに、本件Ｏ土地の場合と同様、被控訴人は、平成２６年以降、本件Ｐ

土地につき、容積率混在という価格事情が特に著しい影響がある場合がある

と認めて、本件補正を適用し、控訴人株式会社Ｋを除く上記土地の所有者で

ある控訴人らに過納金を返還している。平成２６年とその前の利用に差はな

く、本件Ｐ土地について、本件補正を適用しなかった原審には誤りがある。 

  ⑷ 国家賠償法１条１項の解釈について 

    原審は、本件各賦課決定が本件各土地の評価において本件補正を行わなか
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ったことにつき、それが評価基準の定めに反する（客観的に違法である）か

どうかはともかく、職務上通常尽くすべき注意義務に違反したと評価し得る

ような明らかな判断の誤りがあるとはいえないと判断し、あたかも重過失が

国家賠償法上の違法性の認定に必要との独自の解釈論を展開し、最高裁判例

（最高裁平成３０年（受）第３８８号令和２年３月２４日第三小法廷判決・

民集７４巻３号２９２頁）に抵触するものとなっている。しかし、固定資産

税・都市計画税の課税方式は、申告納税方式ではなく、課税庁が税額を計算

する賦課課税方式であり、行政の計算が税額に直結する。そのため、不動産

の固定資産評価額の算定に際しては、当然に高度な職務上の注意義務が課せ

られるべきものであり、課税処分の過程に誤りがあれば、その性質上、当然

に過失があったことになる。そして、本件各賦課決定は、本件要領・評価基

準に反する評価に基づく賦課課税行為であるから、注意義務に違反したもの

として、国家賠償法上の違法があると評価されるべきである。                      

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も控訴人らの請求は理由がないと判断する。その理由は、次の２の

とおり、当審における控訴人らの主張に対する判断を加えるほかは、原判決「事

実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」（以下「原審判断」という。）の１

及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、亡Ｌ訴訟承継人

原審原告Ｍ及び原審原告Ｎにのみ関係する部分を除き、原判決を次のとおり補

正する。 

  ⑴ 原判決３２頁１行目から２行目にかけての「当該土地」を「対象土地の属

する地域」と、７行目の「本件各土地」を「本件各土地の属する地域」とそ

れぞれ改める。 

  ⑵ 原判決３９頁５行目から６行目にかけての「最有効使用建物が高層の店舗

付共同住宅（許容容積率を上限まで利用した建物）」を「最有効使用が「高

層の店舗付共同住宅（許容容積率を上限まで利用した建物）」の敷地」と改
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める。 

 ２ 当審における控訴人らの主張について 

  ⑴ 本件補正の定めの解釈について 

    控訴人らは、容積率混在土地である以上は必ず本件補正をすべきであると

主張する。しかしながら、本件補正の定めについては、容積率混在土地であ

っても「容積率混在という価格事情が特に著しい影響がある場合」に限って

適用すべきものであることは、引用に係る原審判断１⑵で説示したとおりで

ある。 

    控訴人らは、上記のとおり解すると、価格事情が特に著しい影響があるか

どうかを個別に調査検討しなければならなくなり、このような調査は現実的

ではないなどと主張するが、容積率混在土地の地価への影響は、本件報告書

（乙４）が示すとおり、周辺土地の利用状況如何により左右されるところが

大きいところ、こうした周辺土地の利用状況は空撮等の写真や標準宅地の評

価書で一応の判断は可能である。むしろ、「容積率混在という価格事情が特に

著しい影響がある場合」でないにもかかわらず、容積率混在土地であるとい

う一事をもって本件補正を適用して評価することは、固定資産税等の課税標

準である価格（地方税法３４９条１項）、すなわち、適正な価格（同法３４１

条５号）との乖離を招き、適正な時価を算定するための技術的かつ細目的な

基準の定めである評価基準及びその内容を具体化すべき本件要領の目的に反

することになりかねない。また、控訴人らは、本件補正の補正率表によると、

補正による減価率は３％～３４％が予定されているが、容積率混在という価

格事情が特に著しい影響があるというのに減価率が僅か３％という微修正し

か行わない場合があるというのも極めて不合理であると主張する。しかしな

がら、補正率表は、当該土地における容積率の異なる土地の面積割合と容積

率の差異割合との相関で形成されるところ、容積率混合土地によって、その

価格事情が特に著しい影響があると認められる場合でも、容積率の差異のあ
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る部分の面積割合が全体からして極小さい場合は価格差も当然小さくなるも

のと考えられるから、補正による減価率の下限が３％と定められているから

といって特に不合理とはいえない。したがって、本件補正の要件として、容

積率混在という価格事情が特に著しい影響がある場合を必要としたからとい

って、補正率表と矛盾するものということはできない。 

    よって、控訴人らの上記主張は理由がない。 

  ⑵ 本件Ｏ土地に対する本件補正の適用について 

   ア 控訴人らは、本件Ｏ土地周辺の３５個のブロックの物件をみると、平成

１５年の時点において２１個（６割）が高層利用されており、これだけ多

数の物件が高層利用されていれば、本件Ｏ土地の周辺地域はその土地の最

有効使用が容積率を上限まで使用した建物の地域であったといえると主

張する。 

     なるほど、控訴人らが提出した証拠（甲Ａ４１、４２）によれば、本件

Ｏ土地周辺においては、控訴人らの主張のとおり平成１５年の時点で６割

が高層利用されていたことが認められるけれども、この事実は引用に係る

原審判断の認定事実（原判決第３の１⑶ウ ）と大きく齟齬するものでは

ない。そして、国道〇号（Ｑ）の道路境界から２５ｍ内は指定容積率が６

００％という高い容積率の周辺地域（前提事実⑶イ、甲Ⅰ２の１）におい

て、高層利用が大半というものではなく６割程度に留まり、しかも、控訴

人らが指摘する高層利用の中には５階～７階建てという中層の建物が混

在していること（甲Ａ４２の１６～１８）を総合すれば、その地域が必ず

しも許容容積率の上限まで利用されている地域と評価することはできず、

その周辺地域の状況から、「容積率混在という価格事情が特に著しい影響

があると認められる場合」に該当することが明らかであると認めることは

できない。したがって、控訴人らの上記主張は理由がない。 

   イ また、控訴人らは、最有効使用の判断に当たっては、オーナーチェンジ
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が生じた土地についての使用方法に着目することが合理的である、本件意

見書は、こうした視点を考慮して、本件Ｏ土地周辺地域につき、最有効使

用が容積率を上限まで使用した建物の地域としたものであるが、その見解

は正当であり、これを採用しなかった原審は不当であると主張する。 

     しかしながら、最有効使用の判断に当たって、オーナーチェンジがある

ことを必ず考慮しなければならないとの評価基準や要領は見当たらない

上、オーナーチェンジがあるからといって、新オーナーが当該土地を許容

容積率の上限まで利用するものと必ずしも限られるものではない。本件Ｏ

土地周辺にはコンビニやガソリンスタンド、駐車場を併設した低層の商業

施設も存在しており（甲Ａ４１、４２及び弁論の全趣旨）、当該土地をこれ

ら低層の商業施設として利用する可能性もあり得るところであるから、最

有効使用の判断に当たって、オーナーチェンジがあることを考慮すること

が合理的であるともいえない。そして、本件意見書に基づく控訴人らの主

張が採用できないことは引用に係る原審判断１⑶エ のとおりであるか

ら、控訴人らの上記主張も採用できない。 

   ウ さらに、控訴人らは、平成２７年以降、被控訴人は、本件Ｏ土地につき、

本件補正を適用し、控訴人株式会社Ｋに過納金を返還したのであるから、

平成２６年以前についても、同様に本件補正を適用すべきであり、これを

しなかったのは違法であると主張する。 

     しかしながら、平成２６年以前において、本件Ｏ土地について、「容積率

混在という価格事情が特に著しい影響があると認められる場合」に該当す

ることが明らかであると認めることができないこと、したがって、本件補

正をしなかったことにつき、大阪市長ないし被控訴人の評価担当職員に職

務上通常尽くすべき注意義務に違反したと評価し得るような明らかな判

断の誤りがあるといえず、それが国家賠償法上違法とはいえないことは、

補正して引用した原審判断１⑶で認定判断したとおりである。被控訴人は、
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控訴人Ａの代理人からの連絡を契機として、平成２６年ないし平成２７年

以降、本件Ｐ土地及び本件Ｏ土地について本件補正を適用しているが、固

定資産の評価に当たり、一定の基準に基づいて評価を行っても、実際と乖

離する場合があることは避けられず、納税者からの指摘に基づいて修正す

ることがあり得ることは地方税法の予定するところである（地方税法４１

７条１項、２項、４３２条１項、４３４条１項）。これは固定資産税等につ

き賦課課税方式を採った上、迅速かつ大量に処理しなければならない固定

資産の評価においてはやむを得ないところである。したがって、納税者の

こうした指摘に基づいて税額の修正をしたことがあったからといって、直

ちに修正に係る年度より前の年度の賦課決定につき課税担当者に職務上

の注意義務違反があったことになるものではなく、また、これが推定され

るというものでもない。したがって、被控訴人が、平成２７年以降、本件

Ｏ土地について本件補正を適用したからといって、平成２６年以前につい

て本件補正を適用しなかったことが直ちに違法となるものではなく、上記

事実をもって結論を左右するものではない。 

     したがって、控訴人らの上記主張も採用することはできない。 

  ⑶ 本件Ｐ土地に対する本件補正の適用について 

ア 控訴人らは、原審は、周辺土地の一般的な使用方法に基づいて最有効使

用が容積率を上限まで使用した建物の地域かどうかを判断しているが、現

状の使用状況は個々の所有者の思惑により異なるものであるから、これを

重視すべきではないなどと主張する。 

  しかしながら、個々の所有者の思惑などといった主観的事情は容易には

把握することができないから、最有効使用が容積率を上限まで使用した建

物の地域かどうかの判断に当たって、周辺土地の客観的な使用状況に依拠

し、これを重視することは、迅速かつ大量の固定資産の評価においては最

も適切である。したがって、控訴人らの上記主張は理由がない。 
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イ また、控訴人らは、本件Ｐ土地につき、各標準宅地の価格時点平成２３

年１月１日の鑑定評価書には、その最有効使用欄に「店舗付き共同住宅」、

「中層の共同住宅」などの記載があることから、これら利用の形態からす

ると当該建物は５階建て以上となり得ることが優に想像でき、その場合、

容積率の上限まで使用した建物となる可能性が高いから、上記各標準宅地

の最有効使用建物が容積率を上限まで使用した建物であったと評価でき

る旨主張する。 

  しかしながら、最有効使用建物が「店舗付き共同住宅」や「中層の共同

住宅」とされているというのみでは、容積率を上限まで使用していること

と直ちに結びつくものではない（一般に建物を建築する場合、駐車場等の

用地確保等により、その面積について指定建ぺい率〔８０％〕の上限まで

利用するとは限らないから、５階建て建物を建てたからといって必ずしも

容積率の上限となる建物である可能性があるとはいえない。）。かえって、

上記各標準宅地の鑑定評価書においてその周辺地域はいずれも高層の建

物地域であると判断されていないこと、引用に係る原審判断１⑶イ のと

おり、上記各標準宅地のうちＰに接する３つの土地の実容積率はいずれも

許容容積率を下回っており、そのうち２つは許容容積率の半分にも満たな

いことからすると、上記各標準宅地の鑑定評価書の記載からは、本件Ｐ土

地付近のＰに接する地域は、最有効使用が容積率の上限まで利用されてい

る地域ではなかったと判断するのが相当である。したがって、控訴人らの

上記主張も採用できない。 

ウ さらに、控訴人らは、本件Ｐ土地につき、本件Ｏ土地の場合と同様、平

成２６年以降、被控訴人は本件補正を適用し、控訴人株式会社Ｋを除く控

訴人らに過納金を返還したのであるから、平成２５年以前についても、同

様に本件補正を適用すべきであり、これをしなかったのは違法であると主

張するが、控訴人ら指摘の事実によって結論が左右されないことは、本件
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Ｏ土地の場合と同様である。したがって、控訴人らのこの点の主張も理由

がない。 

  ⑷ 国家賠償法１条１項の解釈について 

    控訴人らは、原審が国家賠償法上の違法の認定にあたかも重過失が必要と

の独自の解釈論を展開するものであると主張する。しかしながら、原審判断

１⑶の判示は、本件各賦課決定の基となる本件各土地の評価において本件補

正を行わなかったことについて、大阪市長ないし被控訴人の担当職員が控訴

人らとの関係において職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然

と当該評価を行ったか否かを検討し、そのような評価をし得る事情が認めら

れない旨を説示するものであって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさ

なかったと判断するために重過失が必要であると判示したものではない。し

たがって、控訴人らの引用する最高裁判決に抵触する旨の主張は、その前提

を欠き、採用することができない。 

    また、控訴人らは、固定資産税・都市計画税の課税方式は、申告納税方式

ではなく、課税庁が税額を計算する賦課課税方式であるから、行政の計算が

税額に直結するため、固定資産評価額の算定に際して高度な職務上の注意義

務が課され、課税処分の過程に誤りがあれば、その性質上、当然に過失があ

ったことになるから、本件補正がされなかった点は、国家賠償法上違法とさ

れるべきであると主張する。 

    しかしながら、国家賠償法１条１項の違法が公務員の職務上の注意義務違

反をいうことは、原審判断１⑴の最高裁判例のとおりであり、このことは行

政処分である固定資産税等の賦課決定にも妥当し、評価基準に適合しないこ

とをもって直ちに国家賠償法上違法と評価されるものではない。そして、固

定資産税等が賦課課税方式であることを考慮しても、上述したところによれ

ば、本件補正を行わなかったことに、職務上通常尽くすべき注意義務に違反

したと評価し得るような事情は認められない。そのほか、控訴人らが掲げる
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下級審裁判例（甲Ａ３８、３９）も、控訴人ら主張に係る文脈で判示したも

のではなく、本件に適切ではない。したがって、控訴人らの上記主張は採用

することができない。 

３ 結語 

以上の次第で、控訴人らの請求は理由がないので、これらを棄却すべきであ

るところ、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件各控訴はいずれも

理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

    大阪高等裁判所第４民事部 
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